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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｊ３ 光学機械器具 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３ 全 光学機械器具 

Ｈ４－３１０ 一 テレビカメラ 

Ｈ３－３１１ 全 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 

Ｈ３－３１２ 全 磁気スチルカメラ等 

Ｈ４－３１９ 一 テレビカメラ用部品及び付属品 

Ｄ３－６２１ 一 撮影用投光器及び舞台用投光器 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

   

   

   
 

定義 

光学的観測機械器具、カメラ、ビデオカメラ、テレビカメラ、デジタルカメラ、映画用機械器具及びその関連機

械器具を分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

Ｊ０ Ｊ１～Ｊ７に属さないその他の一般機械器具 

Ｊ１ 計量器，測定機械器具及び測量機械器具 

Ｊ２ 時計 

Ｊ４ 事務用機械器具 

Ｊ５ 自動販売機及び自動サービス機 

Ｊ６ 保安機械器具等 

Ｊ７ 医療機械器具 

９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－００ その他の光学機械器具 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－０ 全 その他の光学機械器具 

Ｊ３－６ 全 マイクロフィルム用機械器具 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－６５０ のぞきおもちゃ 
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

立体視鏡 集光器 集光レンズ 

光ディスク用ピックアップレンズ マイクロフィルム用リーダー マイクロフィルム用リーダープリンター 
D C S  

定義 

Ｊ３代共通の定義 

 光の屈折、反射などの性質を応用した機械器具。（光通信機器、レーザー機器を除く） 

 

Ｊ３－００には下位分類に含まれないものを分類する。 

主に、立体視鏡、集光器、レンズ（カメラ用以外）、マイクロフィルム用リーダーなどが含まれる。 

Ｊ３－００ 
登録１１７１２８７号 
立体視鏡 

Ｊ３－００ 
登録１１７１６３８号 
バーチャルディスプレイ用プリズム 

Ｊ３－００ 
登録１１４３７７４号 
光学レンズ 

Ｊ３－００ 
登録１１４７２７０号 
光ディスク用レンズ 

Ｊ３－００ 
登録１１２９７４８号 
集光器 

Ｊ３－００ 
登録８６８７３７号 
太陽光採光機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

この分類に含まれない物品 

立体眼鏡（Ｂ３－６１） 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
D C S  

過去に分類した物品の名称 

立体ビュアー   

 

Ｊ３－００ 
登録９８８９８５号 
マイクロフイルム読取機 

Ｊ３－００ 
登録９４２４４６号 
マイクロフィルムリーダー 
プリンター 

Ｂ３－６１ 
登録８１５３３０号 
立体眼鏡 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－１０ 望遠鏡等 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－１０ 全 望遠鏡等 

   

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ７－３２ 内視鏡 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

暗視スコープ 潜望鏡 産業用内視鏡 

   

   

   
 

定義 

Ｊ３－１代共通の定義 

物体を拡大して観察するための光学的機器及び専用関連物品。 

 

Ｊ３－１０には下位分類に含まれないものを分類する。 

主に、暗視スコープ、潜望鏡、産業用内視鏡などの特殊な望遠鏡が含まれる。 

 

Ｊ３－１０ 
登録１１２５１６５号 
暗視スコープ 

Ｊ３－１０ 
登録１０２１９７５号 
潜望鏡 

Ｊ３－１０ 
登録１０９０７５８号 
産業用内視鏡 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

この分類に含まれない物品 

医科用の内視鏡（Ｊ７－３２） 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

他機能を併せ持つ望遠鏡等について（Ｊ３－１代共通） 

他の機能が付属的な機能に過ぎないもの（形態全体に占めるその機能の割合や物品の説明等から判断す

る）はＪ３－１代に分類する。 

例外として、他機能としてラジオ受信機を併せ持つ望遠鏡等は全てＪ３－１代に分類する。 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

暗視スコープ 潜望鏡 産業用内視鏡 

   

 

Ｊ７－３２ 
登録１１７３７３７号 
内視鏡 

Ｊ３－１１ 
登録９５３３７５号 
望遠鏡付ラジオ受信機 

Ｊ３－１２ 
登録１１６０６００号 
デジタルカメラ付双眼鏡 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－１１ 望遠鏡 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－１１ 全 望遠鏡 

   

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ３－０４１ 猟銃等 

Ｅ１－６５２ 望遠鏡おもちゃ 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

望遠鏡 天体望遠鏡  

   

   

   
 

定義 

遠隔の物体像を拡大して見る機器。 

双眼鏡（Ｊ３－１２）を除く。 

 

Ｊ３－１１ 
登録１１６９８１５号 
単眼鏡 

Ｊ３－１１ 
登録１０２１２３６号 
望遠鏡 

Ｊ３－１１ 
登録８０６０８９号 
赤道儀式天体望遠鏡 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

この分類に含まれない物品 

双眼鏡（Ｊ３－１２） 

ライフルスコープ（Ｅ３－０４１） 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

ラジオ受信機と望遠鏡の両機能を持つものはＪ３－１１に分類する。 

（例 望遠鏡付ラジオ受信機） 

※望遠以外の機能を併せ持つ望遠鏡についてはＪ３－１０の定義を参照のこと。 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

望遠鏡 天体望遠鏡 単眼鏡 

   

 

Ｅ３－０４１ 
登録７１５６１４号 
ライフルスコープ用レンズ 

Ｊ３－１１ 
登録９５３３７５号 
望遠鏡付ラジオ受信機 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－１２ 双眼鏡 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－１２ 全 双眼鏡 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｅ１－６５４ 双眼鏡おもちゃ 

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

双眼鏡 オペラグラス  

   
D C S  

定義 

遠隔の物体像を拡大して見る機器のうち、両眼にあてて見るもの。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

ラジオ受信機と双眼鏡の両機能を持つものはＪ３－１２に分類する。 

（例 双眼鏡付ラジオ受信機） 

※望遠以外の機能を併せ持つ望遠鏡（双眼鏡）についてはＪ３－１０の定義を参照のこと。 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

双眼鏡 オペラグラス 折り畳み式双眼鏡 

   

 

Ｊ３－１２ 
登録１１５９７７２号 
双眼鏡 

Ｊ３－１２ 
登録１１６９９８５号 
双眼鏡 

Ｊ３－１２ 
登録１１７０１２０号 
双眼鏡 

Ｊ３－１２ 
登録１０２１２４４号 
双眼鏡 

Ｊ３－１２ 
登録４２８６７５号 
ラジオ付双眼鏡 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－１３ 顕微鏡 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－１３ 全 顕微鏡 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ１－８ 電子顕微鏡 

Ｊ１－０００ 測定用投影機 

Ｅ１－６５３ 顕微鏡おもちゃ 
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

顕微鏡   
D C S  

定義 

極めて微細な物体を拡大して見る機器。 

電子顕微鏡を除く。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

この分類に含まれない物品 

電子顕微鏡（Ｊ１－８） 

手術に使用する顕微鏡（Ｊ７－４００） 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

顕微鏡本体は顕微鏡の部品（Ｊ３－１９）ではなく、Ｊ３－１３に分類する。 
 

過去に分類した物品の名称 

顕微鏡 顕微鏡本体 倒立顕微鏡 

 

Ｊ３－１３ 
登録１１４６０７９号 
顕微鏡 

Ｊ３－１３ 
登録１１４３３４３号 
倒立顕微鏡本体 

Ｊ３－１３ 
登録１１５８８３７号 
顕微鏡本体 

Ｊ３－１３ 
登録１１４３２７９号 
蛍光顕微鏡 

Ｊ１－８ 
登録８９５８６４号 
電子顕微鏡本体 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－１４ 拡大鏡 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－１４ 全 拡大鏡 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ１－２３３ 星座観察器 

Ｌ４－６９８ ドアスコープ 

Ｅ１－６５０ のぞきおもちゃ 

Ｂ３－６１ 特殊眼鏡 
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

拡大鏡   
D C S  

定義 

レンズを使用することで物体を拡大して見る器具。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

この分類に含まれない物品 

テレビ受像機用拡大レンズ（Ｈ７－６２９０） 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

※拡大以外の機能を併せ持つ拡大鏡についてはＪ３－１０の定義を参照のこと。 
D C S  

過去に分類した物品の名称 

拡大鏡 ルーペ ライト付拡大鏡 

宝石観察用拡大鏡   

 

Ｊ３－１４ 
登録１１１５８３６号 
拡大鏡 

Ｊ３－１４ 
登録１１７３２８９号 
拡大鏡 

Ｊ３－１４ 
登録９４７５５８号 
ルーペ 

Ｊ３－１４ 
登録１０７３８２０号 
拡大読書器 

Ｊ３－１４ 
登録１１６１３１１号 
拡大鏡付ランプ 

Ｈ７－６２９２ 
登録２３３８２２号 
テレビジヨン受像機用 
拡大レンズカバー 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－１９ 望遠鏡等部品及び付属品 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－１９ 全 望遠鏡等部品及び付属品 

   

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

双眼鏡用レンズ 望遠鏡ケース 顕微鏡用鏡筒 

顕微鏡観察用加温板 望遠鏡用架台  

   

   
 

定義 

望遠鏡等にのみ使用される部品及び付属品。 

 

Ｊ３－１９ 
登録９００５３５号 
天体望遠鏡用赤道儀 

Ｊ３－１９ 
登録１１１１１５８号 
顕微鏡用双眼鏡筒 

Ｊ３－１９ 
登録１１５７８９０号 
ファイバースコープ用
ファインダー 

Ｊ３－１９ 
登録１１４３４５８号 
顕微鏡用撮像装置の操作機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

望遠鏡本体や顕微鏡本体について 

 レンズ等がなく完成体とはいえないものでも、部品ではなく完成体の分類（望遠鏡であればＪ３－１１）を付

与する。 

 

プレパラートの載置台、枠等について 

顕微鏡に直接取り付けるもの（プレパラート及びプレパラートに載せる試料を固定する枠）はＪ３－１９に分

類する。 

顕微鏡と直接的な関係が少ないもの（プレパラートを載せる台や枠等）はＫ６－７０（化学実験用機械器具）

に分類する。 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

双眼鏡用レンズ 望遠鏡ケース 顕微鏡用鏡筒 

顕微鏡用の対物レンズ 望遠鏡用架台 赤道儀 

 

Ｊ３－１９ 
登録９３２５２１号 
双眼鏡用倍率可変器具 

Ｊ３－１９ 
登録１１７２３４０号 
顕微鏡観察用加温板 

Ｊ３－１９ 
登録１１５４３９６号 
工業用内視鏡収納器 

Ｊ３－１３ 
登録１１５８８３７号 
顕微鏡本体 

Ｋ６－７０ 
登録７６４６５３号 
スライドグラス用バスケット 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｊ３－２００ カメラ等 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１０ 一 テレビカメラ 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ３－７００ 映画用機械器具 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

カメラ   

   

   

   
 

定義 

・ 写真を撮影するための機械。各種カメラ。 
・ フィルム記録式カメラ、及び電子情報記録式カメラ（テレビカメラ、ビデオテープレコーダー付きテレビカメ

ラ、デジタルカメラ等）を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

・フィルム記録式の映画用撮影機等は、Ｊ３－７００（映画用機械器具）に分類する。 

・情報（主として紙情報）をスキャン（走査）して電子データ化する機器（スキャナー等）は、Ｈ７－５台に分類

する。 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２１ 特殊カメラ 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３０ 一 テレビカメラ 

Ｈ４－３１０ 一 テレビカメラ 

Ｊ３－２０ 一 カメラ 

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

顕微鏡カメラ 電子顕微鏡カメラ  

   

   

   
 

定義 

顕微鏡カメラ、赤外線カメラ等の特殊なカメラを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

医療用であることが明らかであるものは、Ｊ７台に分類する。 

内視鏡用カメラについて、医療用であることが確認できない場合は、Ｊ３―２１に分類する。 
D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

赤外線カメラ 深度カメラ デプスカメラ 

TOF カメラモジュール   

 

1144025 号 
虹彩認識カメラ 

1572292 号 
赤外線カメラ 
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1 

D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２２ フィルム記録式カメラ 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－２０ 一 カメラ 

Ｊ３－２０Ａ 全 カメラ（一眼レフ型） 

Ｊ３－２０Ｂ 全 カメラ（透視ファインダー型） 

Ｊ３－２０Ｃ 全 カメラ（ポケット型） 
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

フィルム記録式カメラ フィルム記録式カメラボディー 一眼レフカメラ 

二眼レフカメラ インスタントカメラ 一眼レフカメラボディー 

カメラ カメラボディー  

   
 

定義 

・フィルム記録式のカメラを分類する。 

 

（Ａ～ＢＡのＤタームについては、形が特殊な形状をしているものは、これらのＤタームは付与しない） 

Ｄタームを付与しない例 

Ａ（一眼レフ型） 

1128742 号 
カメラ 

 

1062824 号  
二眼レフカメラ 

 

1100670 号 
カメラ 

 

1184439 号 
カメラ 
 

 

1175942 号 
一眼レフカメラ 

 

1114359 号 
一眼レフカメラボディ 
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2 

Ｂ（透視ファインダー型） 

ＢＡ（透視ファインダー型・大型レンズカバー有り） 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1176159 号  
カメラ 

 

1163528 号 
カメラボディ 

 

1162674 号 
インスタントカメラ 

 

1079249 号  
カメラ 

 

1153525 号 
カメラ 

 

1113628 号 
カメラ 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ３－２２ Ａ 一眼レフ型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－２０Ａ 全 カメラ（一眼レフ型） 

   

   

   
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

・携帯用のペンタプリズムの付いた一眼レフカメラ型。 

 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には付与しない。 Ｂ 透視ファインダー型 

ＢＡ 透視ファインダー型・大型レンズカバー有り 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

一眼レフカメラ 一眼レフカメラボディー  

   

 

1175942 号 
一眼レフカメラ 

 

1114359 号 
一眼レフカメラボディ 

 

1084029 号 
カメラ 

 

1062724－001 号 
カメラ 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ３－２２ Ｂ 透視ファインダー型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－２０ 一 カメラ 

Ｊ３－２０Ｂ 一 カメラ（透視ファインダー型） 

Ｊ３－２０Ｃ 一 カメラ（ポケット型） 
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D RM  

定義（図例必須） 

・透視ファインダー型のもの。（全体が扁平な直方体状で、広い面にレンズを設けたﾀｲﾌﾟ） 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 
D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には付与しない。 Ａ 一眼レフ型 

ＢＡ 透視ファインダー型・大型レンズカバー有り 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1176159 号  
カメラ 

 

1163528 号 
カメラボディ 

 

1162674 号 
インスタントカメラ 

 

1096811 号 
インスタントカメラ 

 

1079249 号  
カメラ 

 

1151276 号  
カメラ 

 

1143553 号 
カメラ 

 

1132034 号  
カメラ 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ３－２２ ＢＡ 透視ファインダー型・大型レンズカバー有り 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－２０ 一 カメラ 

Ｊ３－２０Ｂ 一 カメラ（透視ファインダー型） 

Ｊ３－２０Ｃ 一 カメラ（ポケット型） 

   
D RM  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

・ 透視ファインダー型のうち大型レンズカバーが有るものに付与する。 

・カバーが大型のものに付与し、レンズのみをカバーするものには付与しない。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には付与しない。 Ａ 一眼レフ型 

Ｂ 透視ファインダー型 
D RM  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1153525 号 
カメラ 

 

1113628 号 
カメラ 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ３－２２ Ｇ 表示部に具体的表示有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－２０ 一 カメラ 

Ｊ３－２０Ａ 一 カメラ（一眼レフ型） 

Ｊ３－２０Ｂ 一 カメラ（透視ファインダー型） 

Ｊ３－２０Ｃ 一 カメラ（ポケット型） 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

フィルム記録式カメラのうち、表示部に具体的表示のあるものをここに分類する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・参考図中に具体的表示が表された場合にも付与する。 

・画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 
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1 

 
 
 

 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｊ３－２３０ テレビカメラ 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３０ 一 テレビカメラ 

Ｈ４－３１０ 一 テレビカメラ 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

テレビカメラ ビデオカメラ 監視用テレビカメラ 

資料撮影用テレビカメラ   

   
 

定義 

Ｊ３－２３代には、テレビカメラを分類する。 

 

Ｊ３－２３０には、主として身体に装着しないで使用するもの、例えば、床置き型、壁取付け型、卓上型、機

器取付け型などを分類する。情報記録機の有無は問わない。 

 

951798 号 
書画用テレビカメラ 

 

1171417 号 
画像読み取り器 

 

1182584 号 
監視カメラ 
 

 

1182875 号 
監視用テレビ 
       カメラ 

   

1155739 号 
監視用カメラ 

 

1137788 号 
テレビ会議システム用

テレビカメラ 

  

1181465 号 
マイクロホンアレイ

付きビデオ会議器 

 

1131092 号 
カメラ 
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1 

D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２３１ 情報記録機付きテレビカメラ 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１１ 全 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 

Ｈ４－３１２ 全 磁気スチルカメラ等 

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ デジタルカメラ  

   

   

   
 

定義 

フィルム記録式以外のカメラを分類する。身体に装着して使用するものを含む。 

（フィルム記録式のカメラはＪ３－２２へ） 

 

 

 

・Ｄタームを付与しない例 （特殊な形状をしているもの） 

1497207 号 
ビデオカメラ 

 

1496324 号 
デジタルカメラ 

 

1450391 号 
デジタルビデオカメラ 

 

1480863 号 
デジタルカメラ 

 

1508377 号 
カメラ 
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2 

Ａ（一眼レフ型） 

Ｂ（透視ファインダー型） 

ＢＡ（透視ファインダー型・大型レンズカバー有り） 

Ｃ（ビデオテープレコーダー等付きテレビカメラ型） 

1509259 号 
デジタルカメラ 

 

1479462 号 
一眼レフカメラボディー 

 

1467212 号 
デジタルスチルカメラ 

 

1508020 号 
カメラ 

 

1509836 号 
デジタルカメラ 

 

1466668 号 
電子カメラ 

 

1412996 号 
デジタルカメラ 

 

1507303 号 
デジタルカメラ 

 

1496276 号 
ビデオカメラ 

 

1480852 号 
デジタルビデオカメラ 

 

1496291 号 
ビデオカメラ 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ３－２３１ Ａ 一眼レフ型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１１ 一 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 

Ｈ４－３１２ 一 磁気スチルカメラ等 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

従来の一眼レフカメラに形態が近似するもの 

一眼レフカメラとしての構造の有無、レンズ交換の可否は問わない 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

グリップ部及び本体上部の凸部が以下の程度のものは、D ターム A を付与しない 

（以下の例は D ターム B） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

 

1455673 号 
デジタルカメラ 

 

1467212 号 
デジタルスチルカメラ 

 

1495376 号 
デジタルカメラ 

 

1479462 号 
一眼レフカメラボディー 

 

1507294 号 
デジタルカメラ 

 

1508890 号 
電子カメラ 

 

1509259 号 
デジタルカメラ 

 

1509168 号 
デジタルカメラ 

 

1465687 号 
デジタルカメラ 

 

1520778 号 
電子カメラ 
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2 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には付与しない。 Ｂ 透視ファインダー型 

ＢＡ 透視ファインダー型・大型レンズカバー有り 

Ｃ ビデオテープレコーダー等付きテレビカメラ型 
D RM  

過去に分類した物品の名称 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ３－２３１ Ｂ 透視ファインダー型 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１１ 一 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 

Ｈ４－３１２ 一 磁気スチルカメラ等 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

平たいボディ前面にレンズ、背面にディスプレイを設けたもの 

透視ファインダーの有無、レンズ交換の可否は問わない 

大型レンズカバー付きのものは除く（ＤタームＢＡを付与する） 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 
７ 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

 

 

1480324 号 
デジタルカメラ 

 

1507300 号 
デジタルカメラ 

 

1508020 号 
カメラ 

 

1466676 号 
電子カメラ 

 

1507303 号 
デジタルカメラ 

 

1508846 号 
デジタルカメラ 

 

1509168 号 
デジタルカメラ 

 

1465687 号 
デジタルカメラ

 

1520778 号 
電子カメラ 

 

1509267 号 
デジタルカメラ 

 

1494106 号 
デジタルカメラ 

 

1494106 号 
デジタルスチルカメラ本体 
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2 

 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には付与しない。 Ａ 一眼レフ型 

ＢＡ 透視ファインダー型・大型レンズカバー有り 

Ｃ ビデオテープレコーダー等付きテレビカメラ型 
９ 

過去に分類した物品の名称 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ３－２３１ ＢＡ 透視ファインダー型・大型レンズカバー有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１１ 一 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 

Ｈ４－３１２ 一 磁気スチルカメラ等 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

透視ファインダー型のうち、大型のレンズカバーがあるもの 

カメラ前面全体を覆う大型のカバーを有するものに付与し、レンズのみをカバーするものには付与しない 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には付与しない。 Ａ 一眼レフ型 

Ｂ 透視ファインダー型 

Ｃ ビデオテープレコーダー等付きテレビカメラ型 
 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1466668 号 
電子カメラ 

 

1412996 号 
デジタルカメラ 

 



Ｄターム定義カード                                                                                   D-TERM 

1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ３－２３１ Ｃ ビデオテープレコーダー等付きテレビカメラ型 
 

D RM  

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１１ 一 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 

Ｈ４－３１２ 一 磁気スチルカメラ等 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

定義（図例必須） 

本体を片手で保持、もしくは肩に担いで使用し、主に動画を撮影するデジタルビデオカメラ 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 
D RM  

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

 

D RM  

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には付与しない。 Ａ 一眼レフ型 

Ｂ 透視ファインダー型 

ＢＡ 透視ファインダー型・大型レンズカバー有り 
 

過去に分類した物品の名称 

   

 

1496276 号 
ビデオカメラ 

 

1480852 号 
デジタルビデオカメラ 

 

1496291 号 
ビデオカメラ 

 

1509219 号 
ビデオカメラ 

 

1509223 号 
液晶モニター付きビデオカメラ 

 

1509254 号 
ビデオカメラ 
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1 

 

意匠分類記号 Ｄターム記号 
 

Ｄタームの名称 

Ｊ３－２３１ Ｇ 具体的表示有り 
 

４ 

対応する旧意匠分類              ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１１ 一 ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ 

Ｈ４－３１２ 一 磁気スチルカメラ等 

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

定義（図例必須） 

情報記録機付きテレビカメラのうち、表示部に具体的表示のあるものをここに分類する。 

他のＤタームとの関係（付与しない意匠） 

 

 

分類付与運用メモ （付与優先順位、懸案事項など） 

・参考図中に具体的表示が表された場合にも付与する。 

・画面の位置・大きさ・範囲等の説明のみを目的として、映像等をはめ込んだものには付与しない。 

８ 

このＤタームと複数付与しないＤターム 

記号 Ｄタームの名称 左記Ｄタームを複数組み合わせ

た意匠には    

          を付与する。 

  

  

  
９ 

過去に分類した物品の名称 
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過去に分類した物品の名称 
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1 

D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９１１ カメラレンズ 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－３１ 全 カメラ用レンズ 

   

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

カメラレンズ シネカメラ用レンズ 引き伸し機用レンズ 

ビデオカメラレンズ 写真植字機用レンズ  

   

   
 

定義 

光学機器の各種レンズ全般。テレビジョンカメラのレンズ、写真植字機のレンズを含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

○眼鏡用レンズ（Ｂ３－６９２）、望遠鏡用レンズ（Ｊ３－１９）双眼鏡用レンズ（Ｊ３－１９）を除く。 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1178995 号 
カメラレンズ 

 

1175948 号 一眼レフ

カメラ用交換レンズ 
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1 

D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９１２ カメラ用フィルター、フード等 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１９ 一 テレビカメラ用部品及び付属品 

Ｊ３－３２ 全 カメラ用フィルター 

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

カメラ用フィルター カメラ用フード カメラ用レンズキャップ 

   
 

定義 

・写真撮影のため特定の光の周波数帯を透過制限・遮断させるための器具。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1076603 号 
カメラ用レンズキャップ 

  

1043046 号 
カメラ用フィルター 

 

1043273 号 
カメラ用フード 
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1 

D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９１３ カメラ用ファインダー 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１９ 一 テレビカメラ用部品及び付属品 

Ｊ３－２９１ 全 カメラ用ファインダー 

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

カメラ用ファインダー テレビカメラ用ビューファインダー  

   
D C S  

定義 

写真撮影時に撮影範囲を示すためカメラに組み込むまたは取り付ける透視窓。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1170129 号 
（ビデオカメラ用） 

 

1098637 号 
カメラ用ファインダー 

 

1096870 号 
カメラ用ファインダー 
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1 

D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９２０ カメラ等付属品 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１９ 一 テレビカメラ用部品及び付属品 

Ｊ３－２９０ 一 カメラ部品及び付属品 

Ｊ３－３０ 全 カメラ用品 

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ３－１３２００ 写真整理用紙 

Ｆ３－２２１ アルバム 
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

カメラ用甲当てバンド カメラ用シャッター 反射板 

   
D C S  

定義 

カメラの付属品を分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

・リモートコントローラー及びテレビジョンカメラ切換器は操作用機器（Ｈ７-１２代）へ分類する。なお、映像信

号調整機能を有するリモートコントローラ及び切換器は映像信号調整機器（Ｈ６－３３）に分類する。 

・ 蓄電池、交直流変換器、等は各分類（Ｈ２－２代）に分類する。なお、映像信号調整機能を有するものは

（Ｈ６－３３）に分類する。 

・ カメラ収納ケースで専用性のないカバン型のものはカバンに分類する。 

・カメラの関連機械器具全般を含むが、 写真用処理機械器具（Ｊ３－４代）は除く。 

1115660 号 カメラ用シャッ

ターレリーズアダプタ 

    

1129450 号 
ビデオ出力アダプタ 
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D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

・ フィルムなどを保存するためのキャビネット（乾燥機能付きのものや、 

食品保存が可能なものもある）は、 

Ｄ６－５１代（収納棚、載置台）に分類する。 

 

但し、形状や機能が冷蔵庫に近いものについては、 

冷蔵庫と収納棚のいずれに分類するか 

案件毎に見当を要する。 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

Ｄ６－５１０ 
1098502 号 自動乾燥庫 

 

D6-51 台は扉の形状によって

分類を決定するが、本件につ

いては扉の形状が不明である

ため、D6-510 に分類した。 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９２１ カメラ用三脚・台等 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１９ 一 テレビカメラ用部品及び付属品 

Ｊ３－３３ 全 カメラ用三脚 

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－９５３ 電気スタンド用支持具、投光器用支持具 

Ｆ１－３２４ 絵画用イーゼル 
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

カメラ用三脚 カメラ用雲台 エレクトロニックフラッシュ用三脚 

   

   
D C S  

定義 

写真撮影時にカメラ等を支持する器具。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1130763 号  
テレビカメラ取り付け具 

 

1144918 号  
ネットワークカメラ用雲台 

 

1129172 号 
カメラ用三脚 
 

 

1131171 号  
雲台 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９２２ カメラ用発光器 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１９ 一 テレビカメラ用部品及び付属品 

Ｊ３－３４ 全 カメラ用発光器 

Ｄ３－６２１ 一 撮影用投光器及び舞台用投光器 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ３－６２００ 特殊用途投光器（写真撮影用投光器、映画撮影用投光器、舞台用投光器） 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

カメラ用発光器 エレクトロニックフラッシュ ストロボ 

   

   
８ 

定義 

暗い条件下等での写真およびビデオ撮影のため、カメラ等に取り付け、瞬間的もしくは一定時間光を発生さ

せる器具。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1161796 号  
カメラ付携帯電話器

用発光器 

 

1114620 号  
赤外線照射機能付ビデ

オライト 

 

1113467 号  
ストロボ 

 

0889996 号 
ビデオカメラ用ライト 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９２３ カメラ用グリップ及びカメラ用巻き上げ機 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１９ 一 テレビカメラ用部品及び付属品 

Ｊ３－３５ 全 カメラ用グリップ及びカメラ用巻き上げ機 

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

カメラ用グリップ カメラ用モータードライブ  

   

   

   
D C S  

定義 

カメラを保持しやすくするための把手および写真用フィルムを自動的に巻き上げる器具。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1131139 号 
ビデオカメラ用グリップ 

 

1135216 号   
ビデオカメラ用ハンドル 

 

1077099 号  
一眼レフカメラ用グリップ 

 

1096850 号  
カメラ用グリップ 
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1 

D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９２４ カメラ用計測器 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１９ 一 テレビカメラ用部品及び付属品 

Ｊ３－３６ 全 カメラ用計測器 

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

カメラ用露出計 カメラ用距離計 カメラ用セルフタイマー 

   

   

   
D C S  

定義 

露光時の適正条件を計測する写真用の器具等。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

光度計一般は、Ｊ１－３４０に分類する。 
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1077567 号 
カメラ用露出計 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９２５ 写真用フィルム等 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－３７ 全 写真用フィルム等 

   

   

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ３－１３２００ 写真整理用紙（アートコーナー） 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

カメラ用フィルム パトローネ フィルムカートリッジ 

   

   
D C S  

定義 

写真撮影のための感光膜およびその専用関連物品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

写真用アートコーナーはＦ３－１３２００へ分類。 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1041246 号  
写真フィルムカートリッジ 

 

1076609 号  
カメラ用ロールフィルムホルダ 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－２９２６ カメラ用ケース等 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ４－３１９ 一 テレビカメラ用部品及び付属品 

Ｊ３－３８ 全 カメラケース等 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｂ４－１０ かばん又は携帯用袋物 

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

カメラケース カメラ用三脚ケース カメラ用露出計ケース 

カメラ用フィルターケース カメラレンズケース エレクトロニックフラッシュ用ケース 

防水用及び水中用カメラケース   
D C S  

定義 

カメラ等を携帯および保護するための専用のケース等。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

○ギャジットバッグはＢ４へ分類する。 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

1041357 号 
電子スチルカメラ用

防水ケース 

 

1138104 号 
遠隔監視カメラ用ケース 
 

 

1098874 号   
監視カメラケース 
 

 

1081251 号 
カメラ用サスペンダー 

 

1079743 号 
フィルターケース 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－４００ 写真用処理機械器具 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－４０ 全 写真用処理機械器具 

Ｊ３－４２ 全 引き伸し機 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

写真用乾燥機 現像タンク 現像用バット 

写真現像機用処理済カートリッジ 引き伸し機  
D C S  

定義 

Ｊ３－４代共通の定義 

 露光済みフィルム等の焼き付け、現像、引き伸ばしに関する機械器具全般。 

Ｊ３－４００には下位分類（Ｊ３－４１ 写真用プリンター及び写真用現像機）に含まれないものを分類する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 
D C S  

過去に分類した物品の名称 

写真用乾燥機 現像タンク 現像用バット 

写真現像機用処理済カートリッジ 写真用引き伸ばし機 フィルム巻き取り機 

写真用切断機   

 

Ｊ３－４００ 
登録１０４３７１２号 
類似意匠１号 
現像用処理液調合機 

Ｊ３－４００ 
登録１０９１７３７号 
写真フィルムの切断機付自動仕分機 

Ｊ３－４００ 
登録１０５１５０８号 
写真現像機用処理剤
カートリッジ 
 

Ｊ３－４００ 
登録１０４２４１７号 
写真現像機用処理皿 
 

Ｊ３－４００ 
登録６７１９６８号 
写真用引き伸ばし機 
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意匠分類記号 
２ 

意匠分類の名称 

Ｊ３－４１ 写真用プリンター及び写真用現像機 
 

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－４１ 全 写真用プリンター及び写真用現像機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ７－５２ プリンター 

Ｋ０－２２００ 印刷機 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
７ 

この分類に含まれる物品 

写真用プリンター 写真用現像機  

   

   

   
８ 

定義 

写真フィルムの現像、焼き付けをする機械。 

手作業で現像、焼き付けをするための器具は除く。（→Ｊ３－４００） 

医療用の現像機やプリンター（画像読み取り機、記録機等）は除く。（→Ｊ７－３６０） 

Ｊ３－４１ 
登録１１２８１１６号 
現像機付き写真用
プリンター 

Ｊ３－４１ 
登録１０７５１７７号 
写真焼付現像機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

この分類に含まれない物品 

電子計算機等の情報を電子計算機外へ出力するプリンターはＨ７－５２。 
スキャナー機能のみのものはＨ７－５１。 
プリンター機能のみのものはＨ７－５２（写真専用のものを含む）。 
プリンター機能＋スキャナー機能を持つものは、複写機とみなし、Ｈ７－５４。 
印刷機は、Ｋ０－２２００。 
ＣＴスキャナ、ＭＲＩ、超音波診断装置などの医療用診断装置の電気信号による診断画像をプリント出力する

機器は、医療用の用途（専用性）を優先して、医療用撮影機及び関連機械器具（Ｊ７－３６０） 
 

 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

写真用プリンター 写真用現像機 現像機付き写真用プリンター 

写真用焼付現像機 写真フィルム現像機  

 

Ｈ７－５２Ａ 
登録１１４１２５２号 
インクジェットプリンター 

Ｊ７－３６０ 
登録１１６９８１８号 
医療用画像記録機 

Ｋ０－２２００ 
登録１１５０４６９号 
印刷機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

この分類に含まれない物品 

測定用投影機（Ｊ１－０００） 

ビデオプロジェクター（Ｈ７－６１） 

 ※付加的に撮影用のカメラが付いたものもＨ７－６１に分類する。 

映画用映写機（Ｊ３－７００） 

（続）この分類に含まれない物品 
透写台（内部に投光部を整えた台であって、机上に載せて使用するものを含む。） 
 

         
 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

スライド映写機 オーバーヘッドプロジェクター 写真用ビュアー 

フィルムビュアー 投影機 プラネタリウム 

   

 

Ｊ３－５００ 
登録８６２１９２号 
プラネタリウム 

Ｊ３－５００ 
登録９４２３０２号 
プロジェクター 

Ｊ３－５００ 
登録７７８２５１号 
スライドフィルム透視具 

Ｊ１－０００ 
登録８５８２４３号 
測定用投影機 

Ｈ７－６３ 
登録１１７３００５号 
液晶プロジェクター 

Ｊ３－７００ 
登録７６０４９９号 
８ミリ映画映写機 

Ｆ２－３５２ 
登録５４６５８８号 
トレース機 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－５３ 投影機用スクリーン 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－７０ 一 映画用機械器具（映写スクリーン） 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

映写スクリーン ビデオプロジェクター用スクリーン 映画映写スクリーン 

   

   
 

定義 

 スライド映写機、ビデオプロジェクター、映画映写機等の投影機からの光によって映像を映し出すスクリー

ン及びスクリーンの部品、付属品。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

映画映写スクリーンは、映画用機械器具（Ｊ３－７００）ではなく、当分類を優先的に付与する。 

D C S  

過去に分類した物品の名称 

映写スクリーン ビデオプロジェクター用スクリーン 映写スクリーン用ケース 

映写スクリーン用ハンドル   

 

Ｊ３－５３ 
登録１１７１６６７号 
プロジェクター用 
スクリーン 

Ｊ３－５３ 
登録１１７２５４０号 
スクリーン 

Ｊ３－５３ 
登録１１５９５６７号 
スピーカーボックス付
スクリーン 

Ｊ３－５３ 
登録１１６１３８０号 
映写スクリーン用トップバーの型材 
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D C S  

意匠分類記号 
D C S  

意匠分類の名称 

Ｊ３－７００ 映画用機械器具 
 

D C S  

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｊ３－７０ 一 映画用機械器具 

Ｊ３－７１ 全 映画用撮影機 

Ｊ３－７２ 全 映画用映写機 

   
D C S  

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｆ４－９１１４ 包装用巻き芯（テープレコーダー用テープリール） 

Ｈ７－６１ ビデオプロジェクター 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D C S  

この分類に含まれる物品 

八ミリ映画撮影機 八ミリ映画映写機 映画フィルム編集機 

映画映写リール   

   

   
 

定義 

映画の撮影、映写時に使用される機械器具全般。 

Ｊ３－７００ 
登録５６６６５３号 
類似意匠２号 
８ミリ映画撮影機 

Ｊ３－７００ 
登録１１５５５５８号 
撮影用回転台制御機 

Ｊ３－７００ 
登録７６０４９９号 
８ミリ映画映写機 

Ｊ３－７００ 
登録５０７４０８号 
類似意匠１号 
映画フィルム編集機 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 
D C S  

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

映画映写スクリーンは、Ｊ３－５３（投影機用スクリーン）に分類する。 

 

過去に分類した物品の名称 

８ミリ映画撮影機 ８ミリ映画映写機 映画フィルム編集機 

撮影機用移動台 映画映写リール 映写機 

   

 

Ｊ３－７００ 
登録１０４１２３９号 
映画映写機 

Ｊ３－７００ 
登録５７１２０３号 
フィルム用リール 


